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府の取組状況一覧

（１）中核機関の立ち上げに向けた支援

ブロック別意見交換会 対象：政令市以外の市町村
内容：家裁管轄のブロックに分け、府からの情報提供や意見交換

市町村勉強会 対象：希望する少数市町村
内容：先行して体制整備を行う市町村を講師とし、中核機関の立ち上げに向けた情報提供

大阪府成年後見制度利用促進専門員派遣事業 対象：府内市町村
内容：市町村の申請に基づき、実務経験者や専門職を派遣し、課題に対する助言を行う

関係機関向け相談窓口の設置 対象：市町村、関係機関
内容：関係機関からの権利擁護に関する電話・対面の相談窓口を常設

（２）中核機関の機能強化に向けた支援

研修の実施 対象：市町村、相談支援機関
内容：権利擁護実務初任者研修、市町村長申立研修、事例検討の３研修を、各年１回実施

市町村相談窓口一覧の掲載 対象：市町村
内容：府内市町村の成年後見制度についての相談窓口一覧を、大阪府ホームページに掲載

大阪家庭裁判所と連携し、同情報を後見人ハンドブックに掲載

成年後見制度利用促進研修の手引き 対象：市町村
内容：成年後見制度を専門としない自治体職員に対する、事例紹介やチェックシート、

市町村自らが研修運営するためのプログラム

中核機関設置市連絡会 対象：中核機関整備済及び整備予定市
内容：先行して体制整備を行う市町村の事例共有や意見交換

大阪府社協に委託

大阪府社協に委託

大阪社会福祉士会に委託(R2)

資料４

（参考）他都道府県での取組例

静岡県の主な取組

成年後見制度利用促進専門家会議
第２回総合的な権利擁護支援策の
検討ワーキング・グループ（R5.6.27）資料より

熊本県の主な取組

令和４年度第４回
都道府県交流会資料より


